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踏
ま
え
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組合に加入して教職員の生活と権利をまもろう！

あなたも

泉北教職員組合へ

２０１５年１月１９日

和泉市長 辻 宏康 様

和泉市教育委員会

教育委員長 高橋 知子様

泉北教職員組合

執行委員長 井谷 武志

「地方教育行政法」改訂に関わる要求書

日頃は、私たちの要求書に真摯な回答をいただき、ありがとうございます。

さて、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（以下「地教行法」）が改訂され、４月より施行され

ます。この法律により、和泉市教育委員会の組織が変更され、また新たに市長部局を事務局とする「総合教育

会議」が新設されます。これに関わり、下記の要求を提出しますので、市長・教育委員長連名にて文書で回答

いただきますようお願いします。また、回答後に交渉の場を設定してください。

記

（１）和泉市教育委員会と泉北教職員組合の間の確認事項や労使慣行について、今回の「地教行法」改訂によ

る変更が無いことを確認してください。

（２）平成２６年７月１７日の文部科学省初等中等教育局長通知（２６文科初第４９０号）を、和泉市長・和

泉市教育委員会も遵守されることを求めます。

①教育委員会は引き続き合議体の執行機関であるため、教育長は教育委員会の意思決定に基づき事務をつかさ

どる立場にあることに変わりはなく、教育委員会の意思決定に反する事務執行を行うことはできないものであ

ること。（Ｐ３の２２行目）

②地方公共団体の長が、教育委員会と調整のついていない事項を大綱に記載したとしても、教育委員会は当該

事項を尊重する義務を負うものではないこと。（Ｐ８の１０行目）

③法第21条（現行法第23条）に定められた教育に関する事務の執行権限は、引き続き教育委員会が有している

ものであることから、調整のついていない事項の執行については、教育委員会が判断するものであること。

（Ｐ８の１１行目）

④総合教育会議においては、教育委員会制度を設けた趣旨に鑑み、教科書採択、個別の教職員人事等、特に政

治的中立性の要請が高い事項については、協議題とするべきではないこと。（Ｐ１１の４行目）

（３）同通知では、教育委員会の審議に地域住民の民意を十分に反映させ、活性化させること及び教育委員会

の透明化や、総合教育会議も含め、公開制の向上が求められています。法改正に伴う市教委規則の改定や総合

教育会議規則の制定において、以下の点を求めます。

①現市教委規則にある、傍聴制度や請願制度を廃止・縮小することなく、充実・拡張すること。

②教育委員と市民との懇談会やタウンミーティングなどを開催し、幅広く市民の意見を聞くこと。

③教育委員と泉北教職員組合役員の懇談の場を設定すること。

午後5時30分
和泉ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

第26回

青年フェスタ
2月14日（土）
～15日（日）

１３：００～
箕面観光ホテル
記念講演：伊藤真さん

☆楽しい企画がいっぱい！☆
お申し込みはお早めに

泉北教組
Fax ０７２５－４４－６５７０


